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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
国
会
議
員
宿
舎
を
巡
る
諸
経
費
の
国
庫
負
担
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員
が
そ
の
採
用
に
伴
い
、
又
は
転
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
が
そ
の
転
任
に
伴
い
、
住
所
等
を
移
転

し
た
場
合
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
に
基
づ
き
、
こ
れ
ら
の
職
員

に
対
し
移
転
料
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
国
家
公
務
員
宿
舎
の
廃
止
に
伴
い
当
該
国
家
公
務
員
宿
舎
に
入
居
し
て
い
る
国
家
公
務
員
等
に
対
し
て
国
家
公
務

員
宿
舎
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
宿
舎
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り

明
渡
し
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
緊
急
に
当
該
国
家
公
務
員
宿
舎
の
建
替
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
等
、
国
の
都

合
に
よ
り
通
常
に
比
較
し
て
短
い
期
間
内
に
退
去
を
要
請
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
国
有
財
産
の
有
効
利
用
に
資
す
る

場
合
に
限
り
、
国
は
、
宿
舎
法
第
五
条
に
定
め
る
国
家
公
務
員
宿
舎
の
維
持
及
び
管
理
の
一
環
と
し
て
、
そ
の
国
家
公
務
員

宿
舎
を
退
去
す
る
た
め
に
生
ず
る
移
転
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
一
定
の
額
を
、
そ
の
移
転
先
が
国
家
公
務
員
宿
舎
で
あ
る
か

否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
負
担
し
得
る
も
の
と
し
て
い
る
。

四
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

一



赤
坂
議
員
宿
舎
へ
転
居
す
る
際
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
か
ら
の
概
算
要
求
と
、
平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日
の
衆

議
院
議
院
運
営
委
員
会
庶
務
小
委
員
会
に
お
け
る
「
青
山
、
高
輪
及
び
九
段
議
員
宿
舎
か
ら
新
赤
坂
議
院
宿
舎
へ
の
引
越
し

費
用
は
、
本
院
で
負
担
す
る
こ
と
と
し
予
算
化
を
要
求
。
」
と
の
決
定
が
同
月
十
九
日
の
衆
議
院
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会

で
了
承
さ
れ
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
平
成
十
九
年
四
月
に
供
用
開
始
さ
れ
る
赤
坂
議
員
宿
舎
へ
の
早
期
入
居
促
進
に
よ
り
同

宿
舎
の
有
効
活
用
を
図
る
と
と
も
に
、
青
山
議
員
宿
舎
及
び
高
輪
議
員
宿
舎
か
ら
の
早
期
退
去
促
進
に
よ
る
両
宿
舎
の
早
期

の
供
用
廃
止
を
行
う
上
で
必
要
で
あ
る
た
め
、
予
算
計
上
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お
尋
ね
の
「
議
員
宿
舎
以
外
へ

の
転
居
費
用
」
に
つ
い
て
は
、
国
に
お
い
て
負
担
は
行
っ
て
い
な
い
。

七
か
ら
十
一
ま
で
に
つ
い
て

我
が
国
財
政
は
、
国
・
地
方
を
合
わ
せ
た
長
期
債
務
残
高
が
先
進
国
中
最
悪
の
水
準
に
あ
る
な
ど
極
め
て
厳
し
い
状
況
に

あ
り
、
将
来
世
代
へ
負
担
を
先
送
り
す
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
財
政
再
建
に
つ
い
て
は
、
「
経
済
財
政
運
営

と
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本
方
針
二
〇
〇
六
」
（
平
成
十
八
年
七
月
七
日
閣
議
決
定
）
等
に
の
っ
と
り
、
歳
出
・
歳
入
一
体

改
革
を
着
実
に
推
進
し
、
ま
ず
は
二
千
十
一
年
度
に
は
、
国
・
地
方
の
基
礎
的
財
政
収
支
の
黒
字
化
を
確
実
に
達
成
し
、
更

に
二
千
十
年
代
半
ば
に
向
け
、
債
務
残
高
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
を
安
定
的
に
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
政
府
と
し

二



て
は
、
国
会
所
管
の
予
算
を
含
め
歳
出
全
般
に
わ
た
り
聖
域
な
く
見
直
し
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

赤
坂
議
員
宿
舎
へ
転
居
す
る
際
の
費
用
の
予
算
計
上
に
つ
い
て
は
、四
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、

赤
坂
議
員
宿
舎
へ
の
早
期
入
居
促
進
に
よ
る
宿
舎
使
用
料
の
増
加
、
青
山
議
員
宿
舎
及
び
高
輪
議
員
宿
舎
の
早
期
の
供
用
廃

止
に
よ
る
管
理
費
用
の
節
減
、
敷
地
等
の
将
来
的
な
有
効
活
用
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
お
尋
ね

の
「
「
転
居
費
用
」
が
自
費
で
は
な
く
税
金
に
よ
り
負
担
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
国
民
は
い
か
な
る
印
象
を
抱
い
て

い
る
か
」
に
つ
い
て
は
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三


